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REPORT

平成22年度調査研究発表

　調査研究発表会のテーマ「欧州を中心とした協調型 ITS 標準化の取組み」については、当季
刊誌93号（Ｈ22.2発行）の特集「欧州における ITS の標準化動向」というタイトルで掲載済みです
ので、今回の95号では割愛させていただきます。
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1 　�ITS スポット通信におけるイン
フラ及び車載器の機器仕様

ITS・新道路創生本部
半田　悟　高橋　友彰

　平成22年度に ITS スポットサービ
スの全国的な運用が開始される予定で
ある。また ITS 車載器も既に複数の
メーカから市場投入されており、今後
メーカ数、機種数ともに増加が見込ま
れている。
　当機構は、ITS スポットサービスの
仕組みに関する検討、および技術的課
題の抽出と解決に向けた検討を長きに
亘り行ってきた。ここでは、当機構が
取り纏めたものに関係各機関が発行し
たものを合わせ、体系的に報告する。
（１）はじめに

　ITS スポットサービス関連設備は、
道路脇などに設置される路側無線装置
とドライバーへ提供する情報を道路交
通情報等から編集したり収集したプ
ローブ情報を処理するセンター装置か
らなるインフラ設備と、車両に搭載し
てドライバーに情報を提供したり、プ
ローブ情報を蓄積する ITS 車載器か
ら構成される。規格・仕様としては、
これら設備や車載器に関するものに加
え、インフラ設備と車載器間の通信に
関するものがある。
（２）インフラ設備の規格・仕様

　センター装置は、ドライバーに提供
する道路交通情報を編集する①中央処
理装置と、中央処理装置と連動して
TTS 言語による音声情報を生成する
②音声処理装置と、中央処理装置と連
動してカメラ画像にテロップ追加など
加工して静止画情報を生成する③画像
処理装置と、車載器から収集したプ
ローブ情報から区間旅行時間の算出な
どを行う④プローブ処理装置と、パー
キングエリアなどで IP 系の情報提供
を行う⑤情報接続処理装置からなる。
　ITS スポットサービスは、これら設
備により、写真やイラストなどの画像

を提供できることに加え、簡易図形を
表示しながらハイウェイラジオ的な音
声による道路交通情報を提供するな
ど、音声を単独であるいは画像と組み
合わせて提供できることが特徴のひと
つである。
　インフラ設備に関する規格・仕様と
しては、これら各設備に関するものと
個々の設備間の通信インタフェースに
関するものがある。当機構は、国土交
通省国土技術政策総合研究所からの受
託により、これら設備およびインタ
フェースについて技術的な整理を実施
した。これら仕様は国土技術政策総合
研究所において策定、発行されている。
　インフラ設備の構成と関連する規
格・仕様を図１に示す。
（３）ITS 車載器の規格・仕様

　ITS 車載器に関する規格・仕様とし
て は、ITS 車 載 器 標 準 仕 様 JEITA 

TT–6001A、ITS 車載器 DSRC 部標準
仕様 JEITA TT–6002A、ITS 車載器
カ ー ナ ビ 部 標 準 仕 様 JEITA TT–
6003A、ITS 車載器用音声合成記号 
JEITA TT–6004（いずれも（社）電
子情報技術産業協会）がある。また、
カーナビゲーションに関連して、一般
社団法人　日本自動車工業会によって
策定されたガイドライン「画像表示装
置の取り扱いについて」がある。
（４）路車間通信の規格・仕様

　路車間通信に関する規格・仕様につ
いて、当機構が作成、発行しているも
のを含め表１に示す。
（５）今後の課題

　今後は、現在検討中の EMV 決済
サービスや駐車場サービスを含め、今
後の展開が期待される民間サービスに
対応した技術的検討を進め、規格、仕
様の策定を進めていく必要がある。

表１　路車間通信に関する規格・仕様
規格・仕様名 発行元

狭域通信（DSRC）システム標準規格 ARIB STD–T75 （社）電波産業会
狭域通信（DSRC）アプリケーションサブレイヤ標準規格 ARIB STD–T88
狭域通信（DSRC）基本アプリケーションインタフェース仕様ガイドライン ITS FORUM RC–004 ITS 情報通信システム推進会議
電波ビーコン5.8GHz 帯仕様書集
　・路車間インタフェース仕様書
　・データ形式仕様書　ダウンリンク編
　・データ形式仕様書　アップリンク編
　・データ形式解説書　ダウンリンク編
　・データ形式解説書　アップリンク編

DSRC–A07400
DSRC–A07310
DSRC–A07320
DSRC–A07340
DSRC–A07350

（財）道路新産業開発機構
（財）道路交通情報通信
　　システムセンター
※１

電波ビーコン5.8GHz 帯発話型車載器向け仕様書集
　・路車間インタフェース仕様書
　・データ形式仕様書／解説書　ダウンリンク編
　・データ形式仕様書／解説書　アップリンク編

DSRC–A07410
DSRC–A07370
DSRC–A07380

（財）道路新産業開発機構
※２

電波ビーコン5.8GHz 帯情報接続サービス
路車間インタフェース仕様書

DSRC–A10400

網掛け部は、当財団が作成、発行しているもの
※１　 インフラ設備に関わる事業者には当機構から、車載器の製造販売に関わる事業者へは当機構からの使用許諾に基づき

VICS センターから開示
※２　インフラ設備、車載器両方の関係事業者に対して当機構から開示

図１　インフラ設備の構成と関連する規格・仕様
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２ 　�DSRCサービス
　普及促進に向けて

ITS・新道路創生本部
浜田　誠也　大野　久支　山田　純司
　全国の高速道路の広範囲に設置が予
定されているDSRC路側機は、観光
サービス、物流サービス、駐車場・ド
ライブスルー決済サービスなど、多目
的サービスへの応用が可能となるよう
に拡張性が考慮されており、様々なビ
ジネスモデルの展開の可能性を検討す
ることが強く求められている。
　DSRCの通信基盤を活用したビジネ
スチャンスの拡大及び普及促進を図る
ため、官民のオープンなパートナー
シップの基に、『DSRC（スポット通
信）サービス連絡会』を設立し、
DSRC応用サービスの早期実現に向け
て検討を行っているので、その取り組
みについて紹介する。
（１）各WGの活動状況

①自動車・観光・物流サービスWG

　各メンバーから広く実現するサービ
スについて意見招請を行い、利用シー
ン毎にアイデアの整理を実施した後、
現行のDSRC通信仕様で実現可能な
アイデアと仕様変更（拡張含む）を伴
うアイデアに分けて検討を進める技術

的ロードマップを作成した。
　自動車・観光サービスでは、抽出し
たアイデアを、高速道路本線上と
SA/PAで提供するサービス、道の駅
や立寄り施設等の高速道路沿線事業者
との連携によるサービス、さらなる民
間サービスを普及促進するサービス、
にカテゴリーを分けて事業展開イメー
ジを整理した。
　タウン誌発行やテレマティクス等の
事業者から事業スキームについてヒア
リングを行い、抽出したアイデアにつ
いてビジネスモデルを検討し、車両プ
ローブデータの収集・編集の方法や観
光情報等の配信する情報の収集方法及
び観光DBの構築等バックヤードを含
めた具体的なスキームを検討するなど
深度化を図った。検討結果を基に整理
した自動車・観光サービスのスキーム
（案）について図２に示す。
②決済サービスWG

　駐車場、ガソリンスタンド、電気自
動車チャージスタンド、ドライブス
ルー等の決済サービスに関するアイデ
アについて、各メンバーから意見招請
を行い、利用シーン毎に課題と対策案
の整理を実施し、システム構成及びス
キームの検討を実施した。

　駐車場決済サービスに関しては、国
土技術政策総合研究所共同研究
『DSRC通信を利用した車利用型
EMV決済システムに関する共同研
究』の中で、2010年末に実証実験を予
定しており、ドライブスルー決済に関
しては、日本マクドナルド社と共同で
2011年度に実証実験を計画している。
（２）今後の展開

　DSRCの特長である、通信費が無料
であること、ITS 車載器は蓄積・地点
再生機能を有しているため速達性・随
時性・戸口性に優れた自動車に適して
いること、を活かし、出かける前にイ
ンターネットで検索、高速道路では
DSRCで情報取得、立寄り先では携帯
電話といった利用シーンに合わせて住
み分けが可能となる。
　これらの特長を活かしたビジネスモ
デル及び事業スキームの検討を進め、
共同研究及び実証実験を重ねることに
より、DSRCの普及促進を図ることが
重要である。
　今後計画されている官サービス及び
民サービスに関する実証実験・サービ
スの本格運用と標準化作業のスケ
ジュールについて、図３に示す。

図２　自動車・観光サービスのスキーム（案） 図３　ＤＳＲＣ（スポット通信）サービス導入スケジュール
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3 　�阪神高速における前方状況�
情報提供の評価検証

ITS・新道路創生本部
半田　悟

　阪神高速道路においては、ITS ス
ポットサービスの前方状況情報提供と
して平成21年度に簡易図形や音声によ
る道路交通情報、静止画、経路選択の
補助情報など本格運用を視野に入れた
情報を提供し、評価検証を実施した。
ここでは、実験の概要と評価結果につ
いて報告する。
（１）はじめに

　阪神高速道路では、平成20年度に渋
滞が慢性化している場所の静止画を提
供し、当機構は技術的評価、受容性評
価を実施した。平成21年度はこの評価
結果を反映し改良した静止画に加え、
簡易図形と音声による道路交通情報と
乗り継ぎ案内の情報を提供した。当機
構は国土交通省国土技術政策総合研究
所からの受託により、技術的、受容
性、有効性の評価を実施した。
（２）実験フィールドの選定

　情報提供により安心感が向上したり
情報をその先の運転に活用できること
が望ましく、渋滞が慢性化している阿
波座付近を選定し、情報提供場所は、
神戸線の姫島付近、大阪港線の朝潮橋
付近とした（図４）。
（３）提供するコンテンツと評価目標

　簡易図形と音声を組み合わせた道路
交通情報、渋滞多発地点である阿波座
付近の静止画と、渋滞回避や路線網補
完の目的で設定されている一般道経由

の乗り継ぎサービスに関する案内を提
供した。静止画は、写っている場所を
より特定しやすくするために簡略化し
た地図を組み込んだ。神戸線、大阪港
線それぞれの提供可能時間を考慮した
コンテンツイメージを示す（図５）。
評価目標は、①技術的評価：提供者の
意図通りに情報をドライバへ提供でき
ているか、②受容性評価：ドライバが
正しく理解でき、かつ、違和感がない
か、③有効性評価：情報を以後の運転
に活用する意志が見られるか、とし
た。
（４）評価検証結果

①�技術的評価：再生場所を指定する蓄
積型の提供を含め、内容、タイミン
グともに提供者の意図通りに車載器
で再生されていることが確認され
た。
②�受容性評価：被験者の約80％が状況
を理解できた。実験用車載器は旧タ
イプであり画面の視認性に課題があ
ることを考慮すると、提供側の意図
通りドライバへ伝達できていると判
断できる。簡易図形と音声を組み合
わせて提供する場合、音声提供中は
画面表示も継続するのが基本とな
る。この動作に対する評価では93％
から特に違和感なしとの回答が得ら

れ、静止画はほぼ全員がその場所を
特定できた。特定に至った情報源は
音声と今年度追加した画像右側の地
図が占める割合が大きい。これら複
数のコンテンツ提供に対するわずら
わしさについては概ね良好な結果が
得られたが、静止画に対しては一部
にわずらわしいとの回答があり、情
報の受け手の特性やその時点の道路
交通状況などに依存するものと考え
る。
③�有効性評価：簡易図形、音声、静止
画、イラストの各種組合せでの提供
に対し、比較対象として例示したシ
ンプルな情報と比べて運転する上で
役立つかの評価を行った。簡易図形
への音声追加及びイラストに対して
は全員から役立つとの結果が得られ
た。なお、静止画に対しては役立ち
を認めない回答があり、受容性の評
価結果と同様に環境や条件等に依存
すると考える。
（５）今後の課題

　音声付き簡易図形、静止画、乗り継
ぎ案内のイラストに対しては、内容は
理解でき、また、運転に役立つとの結
果が得られた。なお、静止画提供につ
いては、渋滞時のみに提供するなど提
供シーンの工夫などが望まれる。

姫島
池田線

守口線

環状線

大阪港線

堺線
松原線

東大阪線阿波座
湾
岸
線

朝
潮
橋

図４　実験フィールド 図５　提供したコンテンツイメージ

阪神高速道路の道路情報をお知ら
せします。渋滞の情報です。
○号△△線は□□で△キロ渋滞し
ています。…最大30秒

神戸線

大阪港線 阪神高速道路の道路情報をお知らせします。
はじめに、乗り継ぎ経路のご案内です。守口方面へ
は波除出口から堂島入口に一般道を経由して乗継が
出来ます。次に渋滞の情報です。○号△△線は□□
で△キロ渋滞しています。…最大30秒

簡易図形＋音声による
道路交通状況

簡易図形＋音声による道路交通状況
※簡易図形表示中に乗り継ぎ案内を音声で提供

改良した静止画
（右側に地図を追加）

改良した静止画
（右側に地図を追加）

イラスト＋音声による
乗り継ぎ案内　　　

およそ２km先、阿波座
手前の現在の状況です。

およそ２km先、阿波座
手前の現在の状況です。

乗り継ぎ経路の案内です。
守口方面へは、…乗り継ぎ
ができます。
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4 　�長崎 EV�&�ITS プロジェクト
の概要

ITS・新道路創生本部
西部　陽右

（１）プロジェクトの目標

　 本 プ ロ ジ ェ ク ト は、「 長 崎 EV・
pHV タウン構想」に基づき、五島列
島を実証の場として EV・pHV の実
用化普及を目指すプロジェクトである
が、その目的は単に EV・pHV の普
及を図るだけでなく、EV の利用には
欠かせない充電インフラ情報の提供配
信に加え、観光情報や交通情報などを
効果的に提供する「未来型ドライブ観
光モデル」の推進により、EV 利用者
に対しより効率良く充実したサービス
を提供するとともに、サービス提供事
業者に対しては EV 利用による需要の
掘り起しや EV・ITS の活用による新
たなビジネスチャンスを創出すること
で、観光振興による交流人口の増加と
それによる地域活性化を将来的に持続
可能な形態で定着させることが大きな
目標である。
（２）未来型ドライブ観光システム

　本プロジェクトの肝である「未来型
ドライブ観光システム」のイメージ
は、空路・海路等の公共交通手段と
EV レンタカーの連携、観光施設等へ
の急速充電設備の整備、充電設備や観
光施設の情報を配信するシステムの整
備、リアルタイム情報配信によるイベ
ント等への来訪者誘導、ツアー申込や
料金決済機能、など様々な機能の組み
合わせにより、観光客にとって利便性
と快適性を向上し、より効率的に観光
を満喫できるようなインフラ、システ
ム、およびサービスを構築しようとす
るものである。本プロジェクトにおい
ては、26項目のサービスメニューの中
から、現状の技術等で実現可能なもの
と、今後の開発が必要となるものを整
理していくことで、段階的にサービス
の実現を図ることとしている。

（３）マイクログリッドの検討

　EV の特性としては、走行時には
CO2の排出がゼロであることがあげら
れるが、離島地域では、電力の供給を
島内の小規模火力発電施設に依存して
いる例が多いため、EV への転換が直
ちに CO2の排出削減につながらないと
いうジレンマがある。この点、五島列
島の電力網は、日本一の長さとなる全
長53㎞の海底送電ケーブルにより本土
と連系して運用されていることから、
電力的には「本土並み」であり、自然
エネルギー利用への転換やマイクログ
リッド等の実証実験を行ううえでも適
切な環境となっている。
　また、EV がレンタカーだけでなく
一般車両にも普及した将来において
は、離島地域の島民が本土に渡航の
際、港での駐車中に EV を充電すると
いう利用形態が考えられる。太陽光発
電は昼間しか発電せず、また天候によ
り発電量に波があることから、駐車中
の EV に搭載するリチウムイオン電池
をマイクログリッドの蓄電池として活
用し、太陽光による波のある発電と反
対波形を生成するよう制御し平準化す
ることが考えられる。
　マイクログリッドに EV を接続する
V2G（Vehicle-to-Grid）を実現するた
めには、車両の情報（蓄電量、今後の
利用予定等）と電力網の情報（発電
量、電力需要量等）を有機的に結合す
る必要があり、必要となる情報と情報
共有のためのプラットフォームのあり
方について検討および実証を進めるこ
ととしている。
（４）プロジェクトの推進体制と事業

スキーム

　本プロジェクトの推進に際しては、
関係する様々な企業、地元市町・団
体、学識者等により構成される、長崎
EV & ITS コンソーシアムが平成21年
10月８日に設立され、慶應大学川嶋教
授を会長として、広く議論を行い情報

を共有することで、今後の国内外のモ
デルとなるような体制を取っている。
また、コンソーシアムの下にワーキン
ググループ（WG）を置き、それぞれ
関係する企業・団体、学識者等によ
り、より具体的な議論を行っている。
現在、WG は、EV・充電設備関連に
ついて議論する WG1、ITS 車載器・
イ ン フ ラ 関 連 に つ い て 議 論 す る
WG2、コンテンツ関連について議論
する WG3、マイクログリッド等エコ
アイランド関連について議論する
WG4の４つの WG で各テーマに関す
る議論を行っている。一方、事業とし
ての実施体制としては、地元（五島
市、新上五島町）に協議会を設置し、
コンソーシアムの各 WG で検討され
た案をもとに使用の決定、発注、実配
備、および配備後の維持管理・運営等
を行うこととしている。主に観光目的
のレンタカーとして平成21年度に導入
した EV は、それぞれの地元協議会が
県からの補助を受けて購入したものを
リース会社を通して各レンタカー事業
者に貸与している。各レンタカー事業
者は貸与された EV を活用して事業を
展開するとともに、参加負担金を地元
協議会に支払い、地元協議会は参加負
担金を原資に、設備の維持管理や情報
コンテンツの整備・更新を行うスキー
ムである。
（５）まとめ

　本プロジェクトは、長崎・五島地域
を対象に構築した未来型ドライブ観光
システムを全国標準、あるいは世界標
準として展開することも目標としてお
り、規格化・標準化について当機構が
これまでに蓄積した知見をもとに、本
年度も WG3（コンテンツ関連）を除
く各 WG における検討およびコン
ソーシアム全体の運営を支援してい
く。
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5 　日本風景街道の展開

ITS・新道路創生本部
浜田誠也　山田純司

（１）日本風景街道の概要

　日本風景街道は、平成17年12月に奥
田碩氏（日本経団連名誉会長）を委員
長とする日本風景街道戦略会議を発足
し、約１年半の間、日本風景街道の理
念・仕組み・制度の検討を行ってきた。
　平成19年９月より、全国一斉に風景
街道の「登録」が開始され、平成22年
３月現在、日本全国から116もの風景
街道の登録がなされている。
　日本風景街道の目的は、郷土愛を育
み、日本列島の魅力・美しさを発見、創
出するとともに、多様な主体による協
働の元、景観、自然、歴史、文化等の
地域資源を活かした国民的な原風景を
創成する運動を促し、以って、地域活性
化、観光振興に寄与することである。
　また、日本風景街道を国民的な運動
にまで拡げるために、この運動に参加
する全ての主体が取組むべき運動方針
として、『全国に運動を拡げること』
『多様性を確保すること』『さらなる
質の向上を図ること』『継続的な運動
とすること』の４つを掲げている。
（２）活動の現状

　全国の各パートナーシップ（地域で
活動を行う団体）に対して行ったアン
ケート結果をもとに、日本風景街道に
関わって地域で行われている活動の現
状について分析を行った。
①　活動内容
　日本風景街道の活動を通じ、パート
ナーシップが目指している方向性につ
いての回答を見ると「地域活性化」「観
光振興」「景観形成」といったことが多く
挙げられており、これらは日本風景街
道の理念と合致していることがわかる。
　また、パートナーシップが行ってい
る活動の内容に着目すると、「調査研
究・計画策定」「イベント実施」「広

報・PR」といったことが多く挙げら
れている。日本風景街道の活動への参
加者や地域への来訪者を増加させるた
めの取組み、地域資源の魅力を高めて
いく方策を検討することに注力されて
いることがわかる。
②　パートナーシップが抱える課題
　パートナーシップが地域で活動を行
う上での課題について回答を見ると、
「資金」「広報・PR」「人員不足」と
いったことが多く挙げられている。
　具体的に必要としている支援の内容
についての回答に着目すると、ソフト
的支援では「広報・PR活動」「NPO
法人等に対する助成等の支援」「ガイ
ドマップ・ガイドブックの作成」「人
材育成」、ハード的支援では「案内看
板・標識の設置」「ビューポイントの
整備」「歩行者道・遊歩道の整備」「駐
車場・駐輪場整備」「植栽整備」と
いったものが多く挙げられている。
　活動に対する人的支援、資金的支援
が重要視されるとともに、ハード整備
に対する要望も多いことがわかる。
③　活動の変化の兆候
　パートナーシップが自らの成熟度に
ついて評価した結果を見ると、「発展
段階（５割）」「継続化を目指している
段階（４割）」という回答が多い。平
成19年の登録開始から３年間が経過し、
パートナーシップは「立ち上げ段階」
から「継続化を目指している段階」
「発展段階」と変化してきているもの
と考えられる。
　また、成熟度別のパートナーシップ
の活動の内容を見ると「立ち上げ段階」
「継続化を目指している段階」では「イ
ベントの実施」という回答が多いこと
が特徴的であるのに対し、「発展段階」
「自立段階」では「調査研究・計画策定」
や「広報・PR」、「連携促進・交流促進」
といったことが多く挙げられている。
　成熟度別の活動上の課題に着目する
と、「立ち上げ段階」「継続化を目指し

ている段階」においては「資金」「人員
不足」「自立した体制づくり」という
回答が多いことが特徴的であるのに対
し、「発展段階」「自立段階」において
は「連携」「団体・企業・機関等の調整」
といったことが多く挙げられている。
　「立ち上げ段階」から「継続化を目
指している段階」にかけては、風景街
道の活動の認知度を高めるためのイベ
ント等の取組みや活動を維持・継続す
るための体制を構築することに注力さ
れており、人的支援、資金的支援が強
く要望されているものと考えられる。
一方、「発展段階」から「自立段階」
は活動の質の更なる向上を図るため、
地域内・地域間の連携強化によるノウ
ハウの共有やスケールメリットの創出
等に努めていることが伺える。
（３）今後の展望

　今後は、道路管理者を含めたさらに
多様な活動主体により、国民の生活・
文化に深く浸透するセカンドステージ
（新たな展開）に向け、活動の質を高
めていく必要がある。
　今後、持続的な発展、自立を促して
いく上で必要な活動の視点を次に示す。
①　新たな価値の創造
　日本風景街道の取組みを通じて、地
域住民およびNPO、民間企業等が連
携し、従来行政が担ってきた「公」の
役割の一部を果たしていく。
②�　地域におけるモチベーションの向上
　多様な主体の協働のもと、美しい国
土景観の形成に取組むことで、地域活
性化や観光振興につながるという日本
風景街道の取組みを通じた成果を地域
が実感していくことで、活動に対する
モチベーションの向上を図る。
③　持続的な行政の参加
　活動に関わる人員および資金の不足
への対応、地域内・地域間の連携強化
を図るため、各行政団体が活動に積極
的に参加するとともに、各種施策の活
用支援に携わる。
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6 　�協調型 ITSの開発と先行実施
スキームについて

ITS・新道路創生本部
宮坂　幸子

（１）はじめに

　欧米では、「新しい交通管理」実現
に向けた準備が整いつつある。これ
は、適切な収集の下、十分で正確な交
通データを使用する管理であり、各輸
送交通を適切にバランス良く利用して
道路容量の最大活用を可能にするもの
である。これにより、道路利用者は、
個々の目的やその時々の交通状況に適
切に対応した経路や輸送手段を情報を
基に「スマートに選択」することがで
きる。実現には協調型システムの通信
ネットワーク整備と、リアルタイムで
正確な交通データに基づく適切な管
理、ならびに、高信頼な情報提供がポ
イントである。
（２）協調型システム開発と実施スキーム

　協調型システムは、道路の安全確保
を主たる目標として、既に、10余年前
から研究開発が進められており、事故
ゼロ達成と環境保全には大きな期待が
寄せられているが、システムの効率的
な運用には道路ネットワークの整備も
必要である。
①　協調型システム

　協調型システムは「新しい交通管
理」を実現するための有力な１つの
ツールである。システムは路側機と車
載器で構成し、図６のとおり無線でリ
ンクして通信ネットワークを構築す
る。道路状況データをリアルタイムに
適切に収集し加工、処理を施した上
で、アプリケーションに活用したり、

道路管理者や利用者に対して適切な情
報配信を可能にする。現在のところ、
DSRC を使用した小規模な協調型シス
テムテストは実施されたが、大規模実
施についてはシステム開発が遅れてい
る。道路側からのデータ収集、処理、
配信等の技術開発の遅れが１つの理由
とされている。
②　欧米の開発協定

　欧米両地域は標準車載器を明示し昨
年９月に協調協定に調印して今後は共
同で研究開発を推進することとした。
協調型アプリケーションは位置情報へ
の依存が高く、周波数とレイテンシの
確認、OS によるマルチタスク化、稼
動優先、利用者インタフェースとドラ
イバーの注意力低下等の課題、相互操
作性と接続性確保などの諸課題に共同
で取組み、協調型システムの実現に向
けた開発を推進することになる。
　米国 VII は POC レベルの拡張性を
実施したが、大規模実展開での有効性
やアプローチについても検討する必要
がある。
　将来、協調型との統合や並行実施が
期待され、既に先行的に実施されてい
る ITS スキーム事例を３つ紹介する。
［１］可変速度制限

　英国 M25号線で実施するスキーム
は、渋滞時のノロノロ運転や停車状況
を回避する目的で、可変速度制限を導
入している。渋滞時には制限速度を下
げることにより、一定交通流を維持す
る対策である。走行速度を適切に変化
させることでスループット拡大と排ガ
ス低減を実現する。
［２］公共交通の整備

　公共交通を整備して道路容量の拡大
と排ガス低減に成功した事例としては
南米ボゴタ市の「トランスミレニオ」
がある。公共交通バスは、急行運行と
各駅運行を基幹交通として並列整備
し、フィーダーとして DRT（demand 
responsive transport）の無料サービ

スを導入した。週平均利用者数は130
万に達し、乗客の約50％はフィーダー
バスから基幹バス（スマートカードで
料金支払い）に乗継ぐシステム運行が
実現している。
［３］総合開発事業

　米国コロラド州の T–Rex プロジェ
クトは、交通や経済など様々なデータ
解析を基に実施した大規模な再開発事
業である。工事開始から ITS を導入
して建設効率化を確保したプロジェク
である。低所得層の住宅地域と経済地
区を結ぶライトレールを整備して地域
経済を活性化、パーク＆ライド導入に
よる渋滞緩和、排ガス低減、さらに、
地域住民の輸送需要に対応するタウン
センターの整備など交通利用や地域特
性に対応するための情報提供、輸送
サービス等を整備した。
（３）将来の交通管理と課題

　現在、世界各地で稼動する ITS ス
キームの多くは、主として、スタンド
アロンや自立型システムとして稼動す
る中、上記の事例は、ITS システム統
合の成功事例である。将来、協調型シ
ステムが実現すると通信ネットワーク
にリンクしたシステムやアプリケー
ションの統合化や並行稼動が可能にな
り、道路管理者や事業者による「新し
い交通管理」の実現が期待できる。道
路利用者は、個々の目的、その時々の
交通状況等、それぞれに適切に対応し
て、経路や輸送手段を、情報を基にし
て「スマートに選択」することができ
る。将来、交通事故ゼロを達成し、渋
滞や排ガスが「過去の課題」となるよ
うな輸送システム構築の実現に近づく
と期待される。
上記のとおり欧米で進められている取
組みは注目に値するものであり、今後
は、さらにレベルアップした情報の収
集と分析を継続的に行うことが有用で
あり、わが国の将来の施策に大いに参
考になり得ると考える。図６　�路車間通信のネットワークイメージ
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７ 　�道路課金の国際標準化に関する
調査研究

ITS・新道路創生本部
中村　徹

　欧州の道路課金は、1988年にノル
ウェーで世界に先駆けて自動料金収受
による道路課金が導入され、その後、
イタリア、オーストリア、ドイツなど
の多くの国で道路課金が導入された。
欧州では表２に示すように、各国独自
の道路課金方式を採用しているため、
異なった道路課金システム（車載器と
支払い契約）が存在し、それらは互換
性が無いため、欧州内を移動するト
ラックは通過する国の道路課金システ
ムに適合した車載器が必要となり、図
７のように数台の車載器を搭載しなけ
ればならない。トラックはダッシュ
ボードが広く、車載器を数台設置する
ことは可能であるが、乗用車のダッ
シュボードは広くないため、数台の車
載器を搭載することは難しい。そこ
で、欧州委員会は、将来的に必要とさ
れる道路課金ついて、欧州内インター
オペラビリティ（欧州統一車載器）を
図るために、2004年４月に EETS（欧
州電子的道路課金システム）を欧州指
令として採択し、2009年10月に EETS
が欧州の決定事項として採択された。
EETS の予定は、2012年に3.5t 以上の
車両および乗車定員（運転手含）９人
以上の車両、2014年に一般車両に対し
て適用されることとなる。
　欧州のように隣国と道路で行き来が
自由な状況では、道路課金システムや
車載器の標準化が急務となっている。
本調査研究では、道路課金の国際標準
について報告する。
（１）欧州の道路課金状況

　欧州の道路課金は、ドイツやオース
トリアなどの重量車課金、ロンドンや
ストックホルムなどの都市内渋滞対
策・環境改善対策を目的としたロード
プライシングが実施されている。この

ように、欧州の道路課金はナンバープ
レートの撮影や GPS ＋ GSM 方式だ
けでなく DSRC も利用されており、
各国独自の道路課金システム（車載器
と支払い契約の関係）で運用してい
る。よって、国ごとに車載器を設置し
なければならいという課題があるた
め、これを解決するために欧州では道
路課金の標準化を進めている。
（２）道路課金の国際標準化

　道路課金に関する標準化は、欧州の
標準化組織 CEN/TC278/WG1と国際
の標準化組織 ISO/TC204/WG5の合
同会議で議論されている。この合同会
議（国際会議）の出席者は、ほとんど
が欧州諸国（約15ヶ国）で構成され、
欧州以外はカナダ、韓国、日本の３カ
国だけである。国際会議はこのように
欧 州 勢 が 多 く、CEN 規 格（ 欧 州 規
格）として承認された項目がそのまま
ISO（国際標準）に提案されることが
多くなっている。
　国際標準案の作業項目は、EETS が
欧州指令として出されてから、GPS ＋
GSM 方式に関する項目が増えてい
る。特に、欧州委員会より2006年３月
に ICT Standardisation Work Pro-
gramme が発表されてから、標準化
作業に欧州委員会から予算が充てられ

るようになり、欧州内において ITS
の標準化作業が活発化している。
　日本としての国際標準化対応は、道
路課金の国際標準が CEN 独自の規格
とならないように、そして日本にとっ
て不利益とならないように意見提示を
行っている。
（３）今後の道路課金

　欧州の標準に決まった GPS を利用
した課金方式は、スロバキアでは2010
年１月より EETS に準拠したシステ
ムが稼働し、シンガポールでは全国を
対象とした道路課金の導入に向けた試
験が2010年度中に行われる見込みであ
り、中国でも既に実験が行われてい
る。また、米国においても GPS ＋ GSM
を利用した道路課金を考えている。
　欧州だけと思われていた GPS ＋
GSM を利用した道路課金方式が徐々
にアジア地域や米国にも広がりつつあ
る。

表２　主な欧州道路課金の概要 
（ECMT：European conference of Ministers of Transport 資料参照）

項目 オーストリア ドイツ スイス ロンドン ストックホルム オランダ
（トライアル）

対象車両 重量車
（3.5t以上）

重量車
（12t以上）

重量車
（3.5t以上）

全車両（一部車
両は免除）

全車両（一部車
両は免除）

全車両

主な課金目的 自 動 車 道 の 拡
張・運用費用

自 動 車 道 の 拡
張・運用費用　
維持管理

重量車通行の制
限

渋滞対策 渋滞・環境対策 渋滞対策
課税公平化
維持管理

対象道路網 自動車道路（若
干の高速国道を
含む）

自動車道路（若
干の高速国道を
含む）

全道路 都心中心部の全
道路

都心中心部の全
道路

全道路

課金の種別 距離課金 距離課金 距離課金 コードン課金 コードン課金 距離課金
適用技術 DSRC GPS/GSM

（GNSS/CN）
DSRC/GPS/
タコグラフ

ANPR ANPR GPS/GSM
（GNSS/CN）

課金額 0.27 €/km 0.12 €/km 0.67 €/km 8 €/day 2.7 €/day 未定
年間収入 770百万€ 2,860百万€ 800百万€ 275百万€ 80百万€ 未定

運用コスト収入 9% 16％（建設費等
を含む）

4% 48% 25% 未定

※DSRC：Dedicated Short Range Communications　狭域通信
※GSM：Global System for Mobile Communications　デジタル携帯電話の無線通信方式の一つ 
※CN：Cellular Network　セルラーネットワーク
※ANPR：Automatic Number Plate Recognition　自動ナンバープレート認識

図７　車載器設置例

車載器
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８ 　�道路の新たな利活用に関する
　調査研究

ITS・新道路創生本部
調査部長　花野　猛

　近年、地域活性化やまちづくり、情
報化社会の推進などにおいて、道路に
対するニーズが高まるとともに、道路
空間等の多様な利活用の促進が求めら
れており、国においてもこれらのニー
ズに対応した様々な施策の展開が図ら
れている。
　当機構においては、これらの状況を
踏まえて、平成19年11月、学識経験
者、会員等で構成する「新道路利活用
研究会」を設置し、道路や沿道空間等
に対するニーズの顕現化を図り、実現
化に向けてこれを加速させるような方
策を検討してきたところである。
　研究会には、類型別テーマを具体的
に検討する３つの部会（うち１部会
は、より詳細なテーマに対応する２分
科会で構成）を設けているが、このう
ち、以下の２つの部会において検討結
果をとりまとめたので、紹介する。
　なお、調査報告の具体的な内容につ
いては、本号において別にその概要を
掲載しているので、ご覧頂きたい。
（１�）道路空間の有効活用と道路管理

における民間活用部会

　この部会では、「道路空間の有効活
用分科会」と「道路管理における民間
活用分科会」の２つの分科会を設置し
て検討を行った。
①道路空間の有効活用分科会

　まちづくりにおいて求められる道路
空間の有効活用について、幅広い視点
で可能性を検討し、事例研究等を通じ
て現行制度の課題等を整理した上で、
道路空間有効活用推進方策を検討し
た。
　その結果、道路空間を活用する事業
の目的及び手法の２つの側面からの
「公共性の確保」及び「公平性の確
保」の２点を、民間による道路空間の

有効活用を一層進める場合の必要条件
として、［１］道路における商業的利
用の許容や構造面における規制緩和等
の道路占用要件の緩和、［２］立体道
路制度の適用拡大、［３］民間整備支
援方策の充実、などの具体的方策を提
案した。
②道路管理における民間活用分科会

　民間による道路管理等を、軽微な道
路管理等をボランティアとして実施し
ている「清掃・維持活動を中心とした
道路愛護活動」と、公共空間を比較的
高いレベルで管理しつつ公共空間の利
活用により地域のにぎわいを創出する
などの活動を実施している「道路利活
用を含めた民間による道路管理等」の
２つの活動群に分け、それぞれについ
て課題やニーズを整理し、普及・促進
等に向けた方策を検討した。
　その結果、清掃・維持活動を中心と
した道路愛護活動については、［１］
実態把握と広報の実施、［２］関係者
間のネットワークの強化、［３］運営
ノウハウの発信、などについて、ま
た、道路利活用を含めた民間による道
路管理等については、［１］管理組織
や費用負担ルール等の開発段階からの
準備、［２］安定した資金確保方策の
導入、［３］寄附の促進、［４］活動承
継に資する既存制度の活用等、などに
ついて、具体的方策を提案した。
（２�）情報化社会における道路の有効

活用部会

　この部会では、高度情報化社会の実
現を支援するため、主に民間事業者に
とっての効率的な設備投資の実現を図
るとともに、社会全体における情報化
の推進及び道路資産の有効活用を図る
ことを目的として、国土交通省が管理
用として敷設した道路管理用光ファイ
バの民間開放制度や、情報関連機器の
設置等に係る占用制度における運用上
の課題を整理し、改善方策・利活用促
進方策を検討した。

　その結果、道路管理用光ファイバの
利活用促進については、事業者におけ
る利用傾向に応じた課題・要望等を踏
まえて、［１］ホームページを活用し
た積極的な情報提供の実施、［２］利
用方法の緩和、［３］サービスレベル
の向上、［４］利用事業者要件の緩
和、を具体的方策として提案するとと
もに、情報関連機器における道路占用
制度の有効活用については、［１］基
準類の明確化等、［２］道路占用制度
の弾力的運用の拡大、を今後の利活用
に向けた方向性としてとりまとめた。

９ 　�地上デジタル放送を活用した
　デマンドバスに関する調査研究

ITS・新道路創生本部
浦野　隆　香野　雅之　沼田　祐助
　豊田市では、交通渋滞、中心市街地
の衰退等の課題に加え、深刻化してい
る少子・高齢化、公共交通の衰退、環
境負荷増大等の課題に対応するため、
ITS 技術を活用した総合的な交通施策
や公共交通の新たな活性化施策を実施
してきた。
　本調査研究では、豊田市において新
たな施策として実施している「地上デ
ジタル放送を活用したデマンドバスの
取り組み」について紹介する。
（１�）豊田市のデマンドバスへの取組み

　豊田市のデマンドバスは、地域バス
の運行形態の一つとして、現在５つの
地域で各地域の実情に適した手法によ
り段階的に運用されている。
　利用形態は、利用者が予約センター
へ電話予約し、その予約に従い一定地
域内を定期または不定期に乗合形式で
行うものである。乗降はバス停で行わ
れ、予約のあるバス停間を運行する。
比較的広範囲に人口が点在し、路線設
定が難しくかつ需要が極めて少ない地
域である小原地域では、エリア内に自
由に運行するフルデマンド型を採用し
ており、乗降所として地域内に146カ
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所と多くのバス停を設置している。そ
の他の地域では定時・定路線運行との
併用で運行している。
（２�）豊田市の「地上デジタル放送を

活用したデマンドバス実証実験」

　こうした取り組みの中で、平成21年
度に、新たなサービス展開として、
「地上デジタル放送を活用したデマン
ドバスの実証実験」を実施した。
　本実験では、豊田市が保見地区にお
いて、これまでの電話予約に加え各家
庭の地上デジタルテレビからの予約を
可能とするシステムを構築・実証実験
し、当機構が評価・今後の展開等を検
討した。
　「地上デジタルテレビによる予約」
は、事前申請者の各家庭に設置された
地上デジタルテレビの画面から利用者
自身が操作し予約を行う。この予約情
報は、デマンドバスに設置された車載
パソコンに自動送信され、ドライバー
がこれを確認し運行する仕組みであ
る。実験概要および結果は次のとおり
である。
・実験期間：８日間
・�利用人数：のべ218人、平均27人 /
日
・�地上デジタルテレビによる予約割
合：約27％
・�利用目的：「①買物」が最も多く概
ね７割、その他「②通院」等
・�電話予約のし易さ：７割以上が「①
予約しやすい」～「③普通」
・�地デジＴＶ操作のし易さ：９割以上
が「①操作しやすい」～「③普通」
・�デマンドバスの必要性：「①絶対必
要」、「②なるべく必要」が合わせて
概ね７割と多くの必要性を求める意
見を確認
（３�）地上デジタル放送を活用したデ

マンドバスの将来展開

　将来の展開として「①地上デジタル
放送を活用したデマンドバスシステム
の標準化」について検討を行った。

　検討結果として、地上デジタル放送
を活用したデマンドバスシステムの標
準化構成を図８に示す。
　本システムは、大きく予約センター
コントロールシステム、放送局、予約
端末（地上デジタルテレビ）、車載端
末によって構成される。
　デマンドバス利用者は、予約端末
（地上デジタルテレビ）より必要な情
報を入力し予約を行う。この予約情報
は、地上デジタルテレビに接続された
電話回線やインターネット回線を経由
し、予約センターコントロールシステ
ムに送信される。一方、利用者の予約
情報に基づくデマンドバスの運行指示
情報も地上デジタル放送のデータ放送
として、車両に搭載されたパソコンや
カーナビに送信され、デマンドバスの
運転者は、この予約情報に従ってバス
を運行する。また予約情報は、利用者
の予約端末（地上デジタルテレビ）に
配信される。
　上記の検討の他に「②地上デジタル
放送を活用したデマンドバスの地域展
開」、「③地上デジタル放送による多様
なメディアの活用」、「④地上デジタル
放送を活用した他サービスとの連携」

として、都市部 /中間部 /山間部での
展開や固定テレビ /カーナビ、携帯電
話（ワンセグ）等の活用、デマンドバ
ス以外のサービスへの展開について検
討を行った。
（４）今後の課題

　デマンドバスは、地域が抱える課題
への有効な施策であり、ますます重要
性が増してくると考えられる。今後
は、地上デジタル放送のような新たな
メディアの活用等による「いつでもど
こでも予約可能」といった更なる利便
性向上への対応が必要である。また、
地域の主体的な取り組みが求められる
ため、既存システムの活用や共有化等
によるコストの低減、関係機関の連携
や住民協働による施策の推進等を配慮
した持続可能なサービス展開が必要で
ある。

図８　地上デジタル放送を活用したデマンドバスの標準システム



49

レ ポ ー ト

10 　�スマートインフラ（スマートブリッジ）に関する研究
ITS・新道路創生本部

秀島　哲雄　濵田　達也
　土木インフラ構造物の建設技術の高
度化、科学的な管理技術の構築を目的
としたスマートインフラ研究の一つと
して、橋梁を代表として、ICTを応
用した、建設・管理のモニタリングシ
ステムの標準化による低コスト化と普
及を目的とした、スマートブリッジの
研究について取り組んでおり、その背
景及び概要について報告する。
（１）背景と目的

　昨今の ICT（情報通信技術）は、
大量かつ多様な情報を迅速に処理、伝
達、共有化することを可能にし、経済
社会生活の生産性・効率性の飛躍的な
向上に寄与している。また、距離や時
間を越えて、人、モノ、カネ、知識・
情報を結びつけることにより、新たな
サービスや利便性も提供できるように
なってきている。道路分野において
も、ETC料金収受システム、VICS 道
路情報提供システムが実現されてい
る。一方、土木構造物本体の建設、管
理については、ICT活用が不十分で
ある。建設段階では、国土交通省が
「情報化施工推進戦略」を策定し、一
部GNSS や TS測量等を活用した大規
模土工、舗装の情報化施工の方針を定
めた段階であり、管理面での応用はま
だ試行錯誤の状況である。
　このような状況から、土木インフラ
構造物の建設技術の高度化、科学的な
管理技術の構築を目的としたスマート
インフラ（スマートブリッジ）研究会
を立ち上げ、土木技術、センサー技
術、通信技術、情報処理技術を融合
し、橋梁の建設、管理への ICTを応
用したモニタリングシステムの標準化
を検討し、システムの費用の低減によ
りインフラモニタリングの普及を促進
することを目指すものである。

（２）構造物モニタリングの必要性

　構造物の品質や損傷を人間の子供の
成長や大人の健康状態で考えてみる
と、人間は、苦痛を感じ、体温や脈拍、
血圧、体重、体脂肪など家庭で調べ、
異常を判断し、病院に行って専門家に
診てもらうが、その結果、詳細な検査が
必要と診断された場合には、CTなど
の詳細検査が行われる。構造物では、
検査員が現場に行って点検し（往診）、
異常な品質や損傷（病気）が発見される
と、現場で測量やサンプリング、電磁
波などを用いた詳細調査が行われる。
　構造物も、簡便なセンサーを取り付
けておき、構造物の傷み（痛み）を日
常的にモニタリングできれば、現地に
出向いて定期的に点検、管理する負担
が軽減され、よりリスクの低減を図る
ことができる。
（３）国内の道路橋の現状１）

　高速道路では、約７千橋、直轄国道
では、橋長２ｍ以上の約２万橋につい
て、点検が行われ、結果はデータベー
ス化されている。一方、地方公共団体
では、橋長２ｍ以上の約65万橋につい
て、政府の「長寿命化修繕計画策定事
業費補助制度」により、各自治体の
「橋梁点検要領」に基づき、点検が行
なわれ、「損傷評価の手引き」に基づ
き評価され、各自治体において長寿命
化修繕計画の策定が進められている。
（４）海外の道路橋の現状１）

　アメリカでは、橋長6.1ｍ以上の約

シシッピ川橋が崩壊した。
（５�）スマートインフラ（スマートブ

リッジ）研究会について

　本研究会は、土木技術、センサー技
術、通信技術、情報処理技術を融合
し、モニタリング機器とシステム、無
線通信技術を活用し、ITS のしくみと
同様に、標準化を検討することにより、
モニタリング機器の設置やデータ伝送
費用を削減し、インフラモニタリング
の普及を促進することを目的とする。
　当面は、研究対象を鋼橋とし、最終
的には、コンクリート橋、土木構造物
全体とする。管理段階、建設段階、建
設・管理一体の３タイプを検討し、管
理段階では、常時観測による解析、地
震時等異常時の損傷把握を目指し、建
設段階では、モニタリングを本体設
計、架設工法に組み込むことによる大
幅な生産性向上を目指す。
　公共団体（管理者）や研究機関が使
いやすいように、機器構成、システム
構築、データ取得、１次集計、２次分
析等が容易なものとし、センサーごと
のアドレス設定、自動集計、解析、警
報も視野に IPv6の活用も検討する。
　今年度は、準備会を数回行い、情報
提供、意見交換を進め、その後、標準
化に向けた具体的な検討を進めていく
予定である。ご興味のある方はHIDO
までご連絡を、お待ちしております。
参考資料
１�）道路橋の予防保全に向けた有識者会議（第２回）

図９　スマートインフライメージ

60万の橋梁について、1967年
のシルバー橋の落橋を受けて
1971年に制定された「全国橋
梁点検基準（NBIS）」に基づ
き、橋梁点検が行われ、結果
は、「全国橋梁台帳（NBI）」
に保存され、公開されてい
る。2006年時点で、7.3万橋
が構造欠陥橋梁となってお
り、2007年８月にミネソタ州
の州間高速道路 I-35Wのミ
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